
１　計画の概要 令和７年３月

計画の名称 　第４期　かごしまの地域水産基盤づくり（本土）計画

計画策定主体 　鹿児島県

対象市町村

計画期間 　令和７年度から令和１１年度　（５年間）

千円

農山漁村地域整備計画評価調書（事前評価）

　16市町
　霧島市、いちき串木野市、南さつま市、垂水市、指宿市、南九州市、枕崎市、日置市、薩摩
川内市、阿久根市、長島町、鹿児島市、姶良市、南大隅町、肝付町、志布志市

計画の目標

　「鹿児島県水産業振興基本計画」に基づく、「おさかな王国かごしま」の実現に向け、水産業
の振興と漁村の活性化を図るため、以下の目標に取り組む。

１．漁業生産の基盤づくり
　漁港については、より安全で使いやすい漁港づくりを推進するために必要な漁港施設の整備
を行う。
　漁港海岸については、高潮等による災害から、県土保全及び生命・財産の安全性の確保を
図るため、海岸保全施設の整備を行う。

評価指標

１．漁業生産の基盤づくり
　　①安全で使いやすい漁港づくりの推進
　　　 永浜地区で漁港施設を整備し、安全で使いやすい区域を0.39ha拡大する。

　　②漁業活動の効率化及び就労環境の改善
　　　 羽島地区及び戸崎地区において浮桟橋を整備し、漁業活動の効率化及び就労環境の
    改善を図る。
       （準備・休けい作業時間の短縮）
　　　  整備前作業時間1時間/隻→整備後作業時間0.5時間/隻
　
　　③県土保全のための海岸施設の整備
　　　 久志漁港海岸及び境漁港海岸において、海岸保全施設の改良を実施し、高潮等による
    越波浸水被害から防護された区域を3.2ha拡大する。
　
    ④高潮浸水想定区域図作成及び海岸保全基本計画変更
　　　 県内1沿岸において高潮浸水想定区域図の作成及び県内3沿岸において海岸保全基本
    計画の変更を実施する（策定率100％）。

対象事業

　漁港漁村環境整備事業　　　 　 　３地区
　海岸保全施設整備事業　　　　  　６地区

全体事業費
1,094,150



２　評価
（要領第５の１に定める各号）

３　評価結果

計画は、農山漁村地域整備交付金実施要領　第５の１に定める各号を満たしている。

評価項目 評価事項

（３）整備計画の実現可能性

　本計画における各事業は、地元要望等に基づき実施するた
め、漁協や地域住民等の協力が得られることから、事業の執
行に支障が無く、整備計画の実現可能性は高い。

○

（１）目標の妥当性

　本計画は、「鹿児島県水産業振興基本計画」に基づく「おさか
な王国かごしま」の実現に向けて、県として取り組んでいる水
産業振興施策と整合していることから、目標は妥当である。

○

（２）整備計画の効果・効率性

１．漁港については、漁港施設の整備により、安全で使いやす
 い区域の拡大を図るとともに、浮桟橋の整備により、準備・休
 けい作業時間を短縮することを指標としている。
　　漁港海岸については、高潮等の災害から県土保全及び生
 命・財産の安全性を確保するため、海岸保全施設の改良を実
 施し、越波浸水被害から防護された区域を拡大することを指
 標としている。
　　また、県内各沿岸における高潮浸水想定区域図の作成及
 び海岸保全基本計画の変更を実施する。

２．各指標については、事業の実施により効果が発現されるも
 のである。

３．本計画の実施にあたっては、関連する他の計画とのバラン
  スを考慮しつつ５箇年とする。

○



１　計画の概要 令和７年３月

計画の名称 　第４期　かごしまの地域水産基盤づくり（離島）計画

計画策定主体 　鹿児島県

対象市町村

計画期間 　令和７年度から令和１１年度　（５年間）

千円

評価指標

１．漁業生産の基盤づくり
　
　　①県土保全のための海岸施設の整備
　　　 手打漁港海岸及び口永良部漁港海岸において、海岸保全施設の改良を実施し、高潮等
    による越波浸水被害から防護された区域を7.64ha拡大する。

　　②漁業活動の効率化及び就労環境の改善
　　　  幣串地区において、漁獲物の流通及び漁業用資材の輸送の効率化を図るため、漁港
関
    連道路を整備する。
       （車両走行時間の短縮）
　　　　整備前走行時間11分/台→整備後走行時間8分/台

　 ③高潮浸水想定区域図作成及び海岸保全基本計画変更
　　　 県内１沿岸において高潮浸水想定区域図の作成及び海岸保全基本計画の変更を実施
す
    る（策定率100％）。

対象事業
　海岸保全施設整備事業　　　　 ４地区
　漁港関連道整備事業　　　　　　１地区

全体事業費
1,549,900

農山漁村地域整備計画評価調書（事前評価）

　7市町村
　薩摩川内市、屋久島町、長島町、西之表市、中種子町、南種子町、十島村

計画の目標

　「鹿児島県水産業振興基本計画」に基づく、「おさかな王国かごしま」の実現に向け、水産
業の振興と漁村の活性化を図るため、以下の目標に取り組む。

　１．漁業生産の基盤づくり
　　 漁港海岸については、高潮等による災害から、県土保全及び生命・財産の安全性の確
　保を図るため、海岸保全施設の整備を行う。
　　 長島町の幣串地区において、漁獲物の流通及び漁業用資材の輸送の効率化を図るた
　め、漁港関連道路を整備する。



２　評価
（要領第５の１に定める各号）

３　評価結果

計画は、農山漁村地域整備交付金実施要領　第５の１に定める各号を満たしている。

（３）整備計画の実現可能性

　本計画における各事業は、地元要望等に基づき実施するた
め、漁協や地域住民等の協力が得られることから、事業の執行
に支障が無く、整備計画の実現可能性は高い。

○

（１）目標の妥当性

　 本計画は、「鹿児島県水産業振興基本計画」に基づく「おさか
な王国かごしま」の実現に向けて、県として取り組んでいる水産
業振興施策と整合していることから、目標は妥当である。

○

（２）整備計画の効果・効率性

１．漁港海岸については、高潮等の災害から県土保全及び生
 命・財産の安全性を確保するため、海岸保全施設の改良を実
 施し、越波浸水被害から防護された区域を拡大することを指標
 としている。また、県内各沿岸における高潮浸水想定区域図の
 作成及び海岸保全基本計画の変更を実施する。
　　漁港関連道整備事業については、漁獲物の流通及び漁業
 用資材の輸送時間の短縮を指標としている。

２．各指標については、事業の実施により効果が発現されるも
 のである。

３．本計画の実施にあたっては、関連する他の計画とのバラン
 スを考慮しつつ５箇年とする。

○

評価項目 評価事項



１　計画の概要 令和７年３月

計画の名称 　第４期　かごしまの地域水産基盤づくり（奄美）計画

計画策定主体 　鹿児島県

対象市町村

計画期間 　令和７年度から令和１１年度　（５年間）

千円

評価指標

１．漁業生産の基盤づくり

　①県土保全のための海岸施設の整備
　 　龍郷漁港海岸において、海岸保全施設の改良を実施し、高潮等による越波浸水被害から
  防護された区域を48.7ha拡大する。

　②漁村の生活環境改善施設の長寿命化対策
　　 平田地区において、漁業集落排水処理施設の老朽化が著しいことから、施設の点検・診
断
　や、その結果に基づく長寿命化対策を実施する(補修率0％→100％）。

　③高潮浸水想定区域図作成及び海岸保全基本計画変更
　　県内１沿岸において高潮浸水想定区域図の作成及び海岸保全基本計画の変更を実施す
る

対象事業

　
 海岸保全施設整備事業　　　　 　 ３地区
 漁港漁村環境整備事業　　　 　 　１地区

全体事業費
988,500

農山漁村地域整備計画評価調書（事前評価）

12市町村
龍郷町、宇検村、奄美市、大和村、瀬戸内町、喜界町、徳之島町、伊仙町、天城町、和泊町、
知名町、与論町

計画の目標

　「鹿児島県水産業振興基本計画」に基づく、「おさかな王国かごしま」の実現に向け、水産業
の振興と漁村の活性化を図るため、以下の目標に取り組む。

　１．漁業生産の基盤づくり
　　漁港海岸については、高潮等による災害から、県土保全及び生命・財産の安全性の確保
を
 図るため、海岸保全施設の整備を行う。
　　宇検村の平田地区において、漁業集落排水処理施設の老朽化が著しいことから、処理機
能



２　評価
（要領第５の１に定める各号）

３　評価結果

計画は、農山漁村地域整備交付金実施要領　第５の１に定める各号を満たしている。

（３）整備計画の実現可能性

  本計画における各事業は、地元要望等に基づき実施するた
め、漁協や地域住民等の協力が得られることから、事業の執行
に支障が無く、整備計画の実現可能性は高い。

○

（１）目標の妥当性

　本計画は、「鹿児島県水産業振興基本計画」に基づく「おさか
な王国かごしま」の実現に向けて、県として取り組んでいる水産
業振興施策と整合していることから、目標は妥当である。

○

（２）整備計画の効果・効率性

１．漁港海岸については、高潮等の災害から県土保全及び生
 命・財産の安全性を確保するため、海岸保全施設の改良を実
 施し、越波浸水被害から防護された区域を拡大することを指標
 としている。また、県内各沿岸における高潮浸水想定区域図の
 作成及び海岸保全基本計画の変更を実施する。
　  漁港漁村環境整備事業については、漁業集落排水処理施
 設の機能維持を図るため、長寿命化対策を実施する。

２．各指標については、事業の実施により効果が発現されるも
 のである。

３．本計画の実施にあたっては、関連する他の計画とのバラン
  スを考慮しつつ５箇年とする。

○

評価項目 評価事項


